
水泳指導員住所等変更届について

１、 転居・転勤等により住所及び所属加盟団体を変更する場合は、下記により手続き

を行ってください。住所のみの場合、氏名の変更も必ず手続きをお願いします。

２、 手続き方法

○上級指導員・指導員

次の①，②の手続きをしてください。

①日本水泳連盟に郵便またはファックスにて連絡する。

日水連 Ｆａｘ．０３－３４８１－０９４２

または，日本体育協会ホームページからも住所変更ができる。

②群馬県水泳連盟 事務局（安藤）または前川まで郵送する。

連絡内容

・ 変更前と変更後の住所，氏名

・ 資格の種類と登録番号

○基礎水泳指導員

次のページの「基礎指導員住所等変更届」にて連絡する。



基礎水泳指導員 

住所等変更届 
１、 転居・転勤等により住所及び所属加盟団体を変更する場合は、下記により手続きを 

行う。住所のみの場合、氏名の変更も必ず手続きをする。 
２、 手続き方法 

① 問い合わせ 
 
 
        (電話等)    委員会で所属・有効期限等の確認後 
            

② 基礎指導員移動届用紙の送付 
② 移動届に詳しく記入し、現所属加盟団体及び新所属加盟団体の 
両方に郵送する。（新所属加盟団体住所等は下欄に） 

あなたが今後所属する加盟団体の連絡先は、 
〒     住所 
      氏名         ℡・FAX 

   
                 きりとり 
 

住所・所属届書 

平成  年  月  日 
      水泳連盟（協会）様 
 
氏  名(ﾌﾘｶﾞﾅ) （旧姓） 男 ・ 女  

生 年 月 日 Ｓ・Ｈ      年  月  日 生 （  才） 

登 録 番 号 第             号  有効期限      年 

新  住  所 〒                    ・ 

旧  住  所 〒                   ・ 

登録 加盟団体 
必ず記入する 

現(変更しない場合)          都道府県・連盟(協会) 

新(変更する場合)          都道府県・連盟(協会) 

● この用紙は、新・旧両方の住所の連盟・（協会）へ提出してください。 

● 研修の有無（ 有 ・ 無 ）有りの場合は修了証明書のコピーを添付する。 

 

資格保有者 

  

現在までの所属加盟団体の指導者（普及）委員会 資格保有者 現在までの所属加盟団体の指導者（普及）委員会 資格保有者 


